
ＮＴＴ提案とＮＴＴ労組対置案 

項目 ＮＴＴ提案 ＮＴＴ労組対置案 

年齢賃金 廃止 

成果加算に 1/4、成果手当に 3/4 を原資

配分 

了承 
18 歳賃金見合いを資格賃金へ移行 

成果加算 評価反映幅の拡大 
上限額の引き上げ 
「プレミアムレンジ」の設定 
マイナスレンジ（降給の仕組み）導入 

 
 
 
 
ＡレンジはＡ評価で昇給、Ｂ評価で現状

維持、Ｃ評価で降給 
ＢレンジはＢ評価以上で昇給、Ｃ評価で

現状維持、Ｄ評価で降給 
ノーマルレンジはＣ評価以上で昇給、Ｄ

評価で降給 
成果手当 評価反映額の拡大 

総合評価反映から半期ごとの業績評価

反映 
4 段階（Ａ～Ｄ）から 5 段階（ＳＡ～Ｄ） 

 
 
 
 
業績評価の分布率の一定の開示を求め

る 
最長在職年数 自動的に昇格する制度を廃止 了承 

扶養手当 廃止し、成果手当てに原資配分 原資は他の手当てに組替えない 
配偶者重視から扶養者数を意識した手

当てに見直し 
職責手当 一般資格 2 級以上に支払っている職責

手当を廃止し、成果手当に原資配分 
廃止反対 

暫定調整・暫定加算 成果加算のプレミアムレンジに移行 暫定調整は現行通り、移行反対 

暫定加算は了承 

特別手当 個々人の成果・業績を的確に反映できる

よう基礎額を見直す 
基礎額を資格賃金、成果加算、地域加算

手当、扶養手当を基礎とする 
組織単位で業績反映を検討 

 

了承 

了承 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
組
は
、
対
置
案
を
示
し
た
が
、

①
扶
養
手
当
を
見
直
し
、
②
職
責
手
当
、

暫
定
調
整
は
現
行
ど
う
り
と
い
う
他
、
概

ね
会
社
案
を
了
承
す
る
内
容
と
な
っ
て
い

る
。
（下
表
参
照
）

Ｎ
関
労
は
、
労
働
者
の
個
別
管
理
を
強
化

し
、
健
康
や
生
活
を
破
壊
し
な
が
ら
、
低
賃

金
は
、
労
働
者
個
々
人
の
責
任
だ
と
い
う

攻
撃
を
し
つ
つ
、
総
人
件
費
を
切
下
げ
る

も
の
で
あ
り
、
反
対
の
立
場
を
明
確
に
し
て

い
る
。

提
案
で
は
、
賃
金
す
べ
て
を
「成
果
・業
績
」

で
決
め
る
、
と
い
う
。
成
果
手
当
は
半
年
ご

と
に
評
価
し
な
お
し
。
上
が
っ
た
り
下
が
っ

た
り
。
成
果
加
算
は
Ａ
評
価
を
取
り
続
け

な
け
れ
ば
、
下
が
っ
て
し
ま
う
。
下
が
り
っ

ぱ
な
し
で
成
果
加
算
が
「ゼ
ロ
」も
あ
り
得

る
。
資
格
賃
金
は
、
評
価
さ
れ
な
い
と
い
つ

ま
で
た
っ
て
も
昇
格
し
な
い
。

極
端
な
話
、
学
卒
初
任
給
約
20
万
円
、

評
価
さ
れ
な
い
と
昇
給
す
る
要
素
は
何
も

な
く
50
才
ま
で
昇
給
な
く
約
20
万
円
の
ま

ま
、
と
い
う
恐
ろ
し
い
事
態
も
想
定
さ
れ

る
。
常
に
「全
速
力
」を
求
め
ら
れ
る
。
「全

速
力
」で
走
っ
て
Ａ
評
価
、
途
中
で
病
気
等

で
「失
速
」で
も
す
れ
ば
た
ち
ま
ち
Ｂ
評
価

か
ら
、
Ｃ
・Ｄ
評
価
で
減
額
に
。
こ
の
よ
う
に

自
己
責
任
で
賃
金
が
決
ま
る
よ
う
に
見
せ

か
け
、
企
業
の
経
営
責
任
は
一
切
問
わ
れ

な
い
し
、
総
人
件
費
は
削
減
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
に
と
っ
て
何
と
も
都
合
の
い
い
賃
金

制
度
で
は
な
い
か
。

労
働
者
の
大
多
数
に
と
っ
て
は
、
貧
乏
に

な
る
制
度
で
あ

り
、
健
康
や
生

活
を
奪
う
制

度
と
な
る
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
組
の

よ
う
に
「チ
ョ
ッ

と
手
を
変
え
品

を
変
え
る
」
だ

け
で
す
む
も
の

で
は
な
い
。

特
に
、
こ
の
成
果
主
義
賃
金
は
、
年
功

型
で
働
い
て
き
た
中
高
年
へ
の
賃
下
げ
で
あ

る
以
上
に
、
若
年
労
働
者
の
健
康
や
生
活

を
破
壊
し
、
将
来
計
画
が
な
り
た
た
ず
、

不
安
を
増
大
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

将
来
へ
の
希
望
が
持
て
な
く
な
り
、
評
価

へ
の
不
満
は
強
ま
り
、
仕
事
へ
の
負
担
感
が

増
し
て
い
る
の
は
、
30
代
で
、
「心
の
病
」

の
最
も
多
い
年
代(

49
・３
％
）と
な
っ
て
い

る
。
（社
会
経
済
生
産
性
本
部
「産
業
人
メ

ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
白
書
」）

家
の
ロ
ー
ン
は
組
め
る
か
ど
う
か
、
子
供

は
生
み
・育
て
ら
れ
る
か
、
年
金
・医
療
は

ど
う
な
る
か
、
悩
み
は
つ
き
な
い
。

ま
た
、
少
子
高
齢
化
（
出
生
率
１
・28
と

過
去
最
低
）
が
叫
ば
れ
て
い
る
な
か
で
、

企
業
の
社
会
的
責
任
も
重
く
な
っ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
、
「年
齢
・家
族

構
成
な
ど
属
人
的
給
与
で
あ
る
扶
養
手
当

は
社
員
の
公
平
感
、
納
得
性
が
得
ら
れ
な

い
」と
し
て
扶
養
手
当
と
と
も
に
企
業
の
社

会
的
責
任
を
バ
ッ
サ
リ
切
捨
て
よ
う
と
し
て

い
る
。

労
働
者
に
絶
え
ず
健
康
・生
活
不
安
を

も
た
ら
す
賃
金
制
度
は
認
め
ら
れ
な
い
。
。
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成
果
主
義
賃
金
制
度
改
悪
反
対

Ｎ
労
、
概
ね
了
承
！

Ｎ
関
労
は
、
明
確
に
反
対

賃
金
す
べ
て
が
「成
果

業
績
」で
決
ま
る
！

若
年
労
働
者
に
打
撃

大
多
数
の
労
働
者
は
貧
乏
に

自
己
責
任
で
決
ま
る
賃
金

お気軽にお電話下さい！

昨
年
12
月
Ｎ
そ
れ
は
、
賃
金
の
年
功
的
要
素
（年
齢
賃
金
、
資
格
賃
金
の
自

動
昇
格
制
）を
廃
止
し
、
成
果
・業
績
に
よ
り
、
昇
給
し
、
減
額
す
る
制
度

（プ
レ
ミ
ア
ム
レ
ン
ジ
、
マ
イ
ナ
ス
レ
ン
ジ
）を
導
入
す
る
。
成
果
手
当
は
半
期

ご
と
に
業
績
評
価
し
、
４
段
階
か
ら
５
段
階
と
す
る
。
扶
養
手
当
、
職
責
手

当
、
暫
定
調
整
、
暫
定
加
算
等
す
べ
て
廃
止
し
、
成
果
加
算
、
成
果
手
当
の

原
資
と
す
る
、
と
い
う
も
の
。

生活できる

賃金よこせ！



研
修
等
で
法
の
主
旨
、
過
去
の
情
報
漏

え
い
を
分
析
し
、
原
因
及
び
再
演
防
止
策

等
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
と
し
て
の
取
組
方
針
等
を
明
ら

か
に
し
た
上
で
、
同
意
を
求
め
る
べ
き
も
の

で
あ
り
、
何
ら
説
明
も
せ
ず
、
「同
意
書
を

書
け
」と
い
う
の
は
、
法
の
精
神
に
相
反
す

る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

「処
分
」を
チ
ラ
つ
か
せ
な
が
ら
「同
意

書
」の
提
出
を
求
め
る
な
ど
と
い
う
強
権
的

な
態
度
が
、
む
し
ろ
情
報
流
失
を
引
起
す

こ
と
を
会
社
は
知
る
べ
き
で
す
。

Ｎ
関
労
東
は
、
以
下
の
要
求
を
し
ま
し
た
。

①
過
去
の
情
報
漏
え
い
を
分
析
し
、
原
因

及
び
再
演
防
止
策
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す

る
こ
と
、
②
個
人
情
報
保
護
法
、
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
、
そ
し
て
就
業
規
則
を
遵
守
し
、
誠
実

に
業
務
に
従
事
し
て
お
り
、
過
去
の
「誓
約

書
」も
含
め
て
、
「誓
約
書
」が
必
要
と
な
る

理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
③
「ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「必
要

な
教
育
研
修
」等
を
行
っ
た
う
え
で
本
人
の

了
解
の
う
え
で
自
主
的
に
「誓
約
書
」を
提

出
す
る
の
が
、
法
の
主
旨
に
も
沿
う
も
の
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
、
⑤
貴
社
の

属
人
的
ミ
ス
が
生
じ
な
い
よ
う
な
情
報
漏

え
い
防
止
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ

と
、
⑦
仕
事
を
自
宅
に
持
ち
帰
り
、
そ
の
帰

宅
途
中
に
減
失
し
、
漏
え
い
し
て
し
ま
っ
た
、

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
事
態

を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
要
員
措
置
を
は

じ
め
、
職
場
環
境
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

ま
た
、
「企
業
年
金
改
悪
に
同
意
し
て
い

な
い
社
員
」の
情
報
を
他
社
に
開
示
し
、
職

場
の
管
理
者
を
通
じ
て
説
得
す
る
こ
と
や
、

家
庭
訪
問
で
同
意
を
強
要
す
る
な
ど
、
個

人
情
報
保
護
法
に
反
す
る
取
組
み
を
行
わ

れ
た
が
、
現
時
点
で
も
同
様
の
取
組
み
を

継
続
さ
れ
る
方
針
な
の
か
明
ら
か
に
す
る

こ
と
や
、
労
働
組
合
及
び
福
利
厚
生
団
体

等
に
対
す
る
「個
人
情
報
の
開
示
」に
つ
い

て
、
具
体
的
に
説
明
す
る
こ
と
を
求
め
ま

し
た
。

し
か
し
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
は
「業
務
運

営
上
の
施
策
に
つ
い
て
は
、
会
社
の
責
任

に
よ
り
計
画
し
、
実
施
し
て
い
く
考
え
で

あ
り
ま
す
。
な
お
、
人
員
の
配
置
に
つ
い

て
は
、
業
務
上
の
必
要
性
等
を
勘
案
し
、

会
社
の
責
任
に
よ
り
対
処
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
」
と
の
回
答
に
な
ら

な
い
回
答
。
個
人
情
報
保
護
の
た
め
に
、

会
社
は
、
「一
人
ひ
と
り
に
『
処
分
』
『評

価
』を
チ
ラ
つ
か
せ
『同
意
書
』を
取
っ
て

締
付
け
る
、
だ
か
ら
、
あ
ん
た
た
ち
、
労

働
者
や
労
働
組
合
の
協
力
は
必
要
な
い
」

と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
態
度
だ
。

一
○
七
名
の
死
者
を
出
し
た
JR
福

知
山
線
の
事
故
は
、
JR
西
日
本
の
非
人

間
的
な
労
務
管
理
～
～
労
働
強
化
、
処

分
の
連
発
、
「日
勤
勤
務
」（拷
問
）を
繰

返
し
～
～
が
原
因
で
あ
る
こ
と
が
次
第

に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

わ
た
し
た
ち
は
個
人
情
報
の
保
護
を

徹
底
す
る
た
め
に
は
、
過
去
の
漏
え
い
事
件
・

事
故
の
真
の
原
因
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、

個
々
人
の
責
任
に
転
化
せ
ず
、
労
働
環
境

を
正
規
社
員
、
非
正
規
社
員
相
互
、
の
信

頼
に
満
ち
た
も
の
と
改
善
す
る
こ
と
が
必

要
だ
と
考
え
、
要
求
し
た
が
、
「
会
社
の

責
任
に
よ
り
計
画
し
、
実
施
し
て
い
く
」

と
労
働
者
の
声
に
耳
を
貸
そ
う
と
し
な

い
態
度
は
、
JR
西
日
本
会
社
の
体
質
と

変
わ
ら
な
い
。

そ
の
間
に
も
、
次
々
と
不
祥
事
が
明
ら

か
に
な
り
、
社
会
的
信
用
も
失
墜
し
て

い
る
。
①
全
社
員
の
氏
名
、
年
齢
、
所

属
、
役
職
な
ど
の
情
報
を
記
録
し
た
持

ち
運
び
型
の
外
部
記
憶
媒
体
を
入
れ
た

か
ば
ん
を
、
帰
宅
途
中
に
電
車
内
で
紛

失
し
た
（
５
月
16
日
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ
）
、

②
顧
客
２
９
３
人
分
の
個
人
情
報
が
入
っ

た
契
約
申
込
書
な
ど
を
紛
失
し
た
（
５

月
24
日
「ド
コ
モ
サ
ー
ビ
ス
九
州
」）、
③

最
大
で
約
８
万
４
０
０
０
件
の
同
社
顧
客

情
報
が
入
っ
た
パ
ソ
コ
ン
接
続
用
の
フ
ラ
ッ

シ
ュ
メ
モ
リ
ー
を
紛
失
し
た
（６
月
２
日
、

Ｎ
Ｔ
Ｔ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ア
ク
ト
山
口
）、

④

約
１
万
３
０
０
０
件
の
顧
客
情
報
が

入
っ
た
業
務
用
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
１
台
を

盗
ま
れ
た
（６
月
14
日
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
コ
ム
）

個
々
人
に
「誓
約
書
」を
強
制
す
る
前

に
過
去
の
事
件
・
事
故
の
解
明
を
図
る

べ
き
だ
し
、
労
組
と
真
摯
に
話
し
合
う
こ

と
が
問
わ
れ
て
い
る
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
、
個
人
情
報
保
護
法
の
施
行
に
伴
い
、
社
員
個
々

に
対
し
、
「誓
約
書
」の
提
出
を
求
め
て
い
ま
す
。

こ
の
法
律
の
目
的
は
、
「個
人
情
報
の
有
用
性
に
配
慮
し

な
が
ら
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
」に
あ
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
何
ら
説
明
も
せ
ず
、
「○
○
日
ま
で
、
誓
約
書

を
出
せ
」と
か
、
「机
に
置
い
て
あ
る
か
ら
、
（誓
約
書
を
）書

い
て
く
れ
」と
い
う
安
易
な
対
応
を
す
る
職
場
も
み
ら
れ

ま
す
。本

来
、
研
修
等
で
説
明
、

了
解
す
る
こ
と
が
前
提

な
ぜ
誓
約
書
が
必
要

な
の
か
！
？

情
報
漏
え
い
防
止
の
シ

ス
テ
ム
は
？

企
業
年
金
改
悪
「同

意
」情
報
提
供
は
違
法

で
は
な
い
か

求
め
ら
れ
る

労
働
環
境
の
改
善
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